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「外国人材雇用」の運営支援に関する報酬金額 

 

支援内容 報酬金額（税込） 概要 

「外国人材雇用」導入に関する各種相談 11,000 円／60 分 初回の１時間は無料 

「外国人材雇用」の運営支援 55,000 円／月 顧問契約（1 年の更新契約） 

「外国人材雇用導入計画」の策定 110,000 円 新規導入時・ご希望の場合 

「外国人材の日本語」に関する各種支援 日本語習得や日本語資料作成など支援内容により見積もり 

※ 「外国人材雇用」の運営支援の報酬金額は、企業規模により変わる場合があります。 

※ 顧問契約の報酬金額は 1 月に 5 時間の業務支援を目安に算定しています。 

※ 交通費等別途活動経費が発生する場合には、実費のご精算をお願いいたします。 

 

 外国人材の在留許可申請取次業務（在留資格の取得・変更・更新など）についても対応できます。 

 外国人材に対する日本語習得の支援や日本語に関わる各種相談もお引き受けいたします。 

 顧問先企業様の在籍社員およびその家族の在留許可申請取次業務や帰化許可申請業務については、弊所各種

業務所定の料金表に記載の報酬額から所定の割引で対応いたします。 
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「在留資格」取得等に関する報酬金額 

◇ 「在留資格」に関する相談 

支援内容 報酬金額（税込） 概要 

「在留資格」に関する各種相談 11,000 円／60 分 初回の 1 時間は無料 

※ 交通費等別途活動経費が発生する場合には、実費のご精算をお願いいたします。 

 

◇ 「就労系在留資格」における取得・変更・更新に関するの手続き料金 

① 技術・人文知識・国際業務／企業内転勤／技能などの在留資格の場合 

申請内容 報酬金額（税込） 

在留資格認定証明書交付申請（新規に在留資格を取得：海外からの外国人材の招聘） 120,000 円～ 

在留資格変更許可申請（在留資格の種類変更：国内在住の外国人材向け） 100,000 円～ 

在留期間更新許可申請（１）（在留資格の期間満了にともなう更新手続き） 50,000 円～ 

在留期間更新許可申請（２）（在留資格の期間中に転職や離婚などの異動があった場合） 100,000 円～ 

※ 上記の在留資格で転職や中途採用をご検討の場合には、就労資格証明書（80,000 円～）もご活用ください。 

※ 申請関連経費や交通費等別途活動経費が発生する場合には、実費のご精算をお願いいたします。 

② 特定活動 46 号の在留資格の場合 

申請内容 報酬金額（税込） 

在留資格認定証明書交付申請（海外からの呼寄せ） 100,000 円～ 

在留資格変更許可申請（在留資格の種類変更） 100,000 円～ 

在留期間更新許可申請 50,000 円～ 

※ 申請関連経費や交通費等別途活動経費が発生する場合には、実費のご精算をお願いいたします。 
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③ 高度専門職の在留資格の場合 

申請内容 報酬金額（税込） 

在留資格認定証明書交付申請（海外からの呼寄せ） 150,000 円～ 

在留資格変更許可申請（在留資格の種類変更） 120,000 円～ 

在留期間更新許可申請 70,000 円～ 

※ 申請関連経費や交通費等別途活動経費が発生する場合には、実費のご精算をお願いいたします。 

 

④ 経営・管理の在留資格の場合 

申請内容 会社カテゴリー 報酬金額（税込） 

在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請 

カテゴリー１＆２ 120,000 円～ 

カテゴリー３ 150,000 円～ 

カテゴリー４ 300,000 円～ 

在留期間更新許可申請 全カテゴリー 70,000 円～ 

※ 申請関連経費や交通費等別途活動経費が発生する場合には、実費のご精算をお願いいたします。 

 

◇ 「身分系在留資格」の取得・変更・更新に関する手続き料金 

① 永住権（永住者）の取得 

申請内容 報酬金額（税込） 

永住許可申請（会社勤め方） 170,000 円～ 

永住許可申請（ご本人または扶養される方が自営業の場合） 200,000 円～ 

ご家族の同時申請 お問い合わせください 

※ 申請関連経費や交通費等別途活動経費が発生する場合には、実費のご精算をお願いいたします。 
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② 国際結婚などによる身分系在留資格（日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者）の取得 

申請内容 報酬金額（税込） 

在留資格認定証明書交付申請（海外から配偶者の方を呼寄せる場合） 220,000 円～ 

在留資格変更許可申請（国内在住の配偶者の方の在留資格を変更する場合） 170,000 円～ 

在留期間更新許可申請（在留資格の期間満了に伴う期間の更新申請） 50,000 円～ 

※ 申請関連経費や交通費等別途活動経費が発生する場合には、実費のご精算をお願いいたします。 

 

「帰化」申請手続きに関する報酬金額 

◇ 「帰化」申請手続きに関する相談 

支援内容 報酬金額（税込） 概要 

「帰化」に関する相談 11,000 円／60 分 初回の 1 時間は無料 

※ 交通費等別途活動経費が発生する場合には、実費のご精算をお願いいたします。 

 

◇ 「帰化」申請手続 

支援内容 カテゴリー 報酬金額（税込） 

スタンダードプラン 

◉ 個々人に合わせた必要書類のピッ

クアップと一覧表のお渡し 

◉ 帰化申請書類の書式一式作成 

◉ 動機書の作成 

会社員の方 

（給与所得者） 
150,000 円～ 

社長・役員の方 

（事業所得者） 
200,000 円～ 

フルサポートプラン 

◉ スタンダードプランの内容 

 必要書類等の収集（日本の役所関係

書類の代理収集） 

会社員の方 

（給与所得者） 
200,000 円～ 

社長・役員の方 

（事業所得者） 
250,000 円～ 

※ 申請関連経費や交通費等別途活動経費が発生する場合には、実費のご精算をお願いいたします。 

 

以上 


